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年頭にあたり、組合員並びにご家族の皆さまには令和
８年の新春を健やかにお迎えのことと心からお喜びを申
し上げます。

さて、私たちを取り巻く社会保障制度につきましては、
将来に渡って持続可能なものとするため、政府において
も制度改正が進められております。

短期給付事業においては、子ども・子育て支援法の一部改正による施策として、子ども・子育て支
援金制度が本年４月より施行されることとなっており、組合員の皆さまから掛金を納付していただく
ことが決定しております。現在、本組合は、全国連合会の特別財政調整事業の適用を受け、調整交付
金及び特別調整交付金の交付を受けて運営している状況です。このような厳しい状況のなか、制度改
正も踏まえ、引き続き組合員及びご家族の皆さまの疾病予防・重症化予防のために保健事業を抜本的
に見直す等、財政の安定化に向けて積極的に取り組んでまいります。

また、組合員証・被扶養者証については、昨年１２月２日以降使用できなくなり、マイナ保険証を
基本とする仕組みに移行しました。医療機関等におけるオンライン資格確認が円滑に実施されるよう
引き続き正確な資格情報の登録に取り組むとともに、宿泊施設や指定店においてもスムーズな資格確
認ができるよう案内してまいります。

一方、年金制度については、令和６年度の財政検証の結果を受けて、制度改正が順次施行されるこ
ととなっております。今後、的確な事務処理に努めるとともに、組合員・年金受給者の皆さまに対し、
改正内容について案内してまいります。

貯金事業においては、積立貯金の利率を本年４月より「０. ７５％」から「１. ００％」に引き上げ
ることとしており、組合員の皆さまの資金運用に貢献してまいります。

宿泊・会議施設である「高知共済会館 COMMUNITY SQUARE」については、皆さまにご利用い
ただき、高い稼働率を維持しております。近隣にホテル建設も進んでおり、厳しい状況下ではござい
ますが、引き続き心のこもったサービスを心掛けてまいりますので、皆さまのご利用をお待ちしてお
ります。

本年も役職員一同、組合員の皆さまが業務に専念できますよう、より一層努力してまいります。年
頭に当たりまして、皆様のますますのご健勝とご多幸を祈念いたしまして、新年のごあいさつとさせ
ていただきます。

理事長

池田　牧子
（いの町長）
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健 診 対 象 者 数
健 診 受 診 者 数

4,483 
7,446 

令和6年度分
特定健診・特定保健指導実施報告について

令和７年１０月２４日に令和６年度の特定健診・特定保健指導の国への報告が完了しました。
当組合の受診状況等は以下のとおりとなっていますので、ご参照ください。

１　特定健診結果

令和６年度の特定健診受診率を上に、令和３年度以降４年度分の特定保健指導受診率の経年変
化を下に表しました。　

令和６年度の特定健診対象者の合計受診率は、男性 86.2%、女性 85.3%、全体で 85.7% でした。
前年と比較して男性 5.5% 増、女性 13.1% 増、全体では 10.3% 増となっております。

現職組合員・被扶養者別の受診率は、それぞれ 90.7％、59.0％でした。こちらは前年と比較し
て現職組合員 11.4％増、被扶養者 2.2％増となっております。依然として被扶養者の受診率が低
い状況が続いています。

当組合としても、被扶養者受診率向上のための方策を来年度以降も引き続き検討していきます。
また、組合員のみなさまも、ご自身の健康管理のために、年 1 回の健康診断として、短期人間ドッ

クまたは事業所健診等をより一層ご利用いただきますようお願いします。

報 告 項 目 男性 女性 合計
11,929 
3,866 

6,352 
10,218 

※　この数値は、組合員数＋被扶養者
　数より算出しています。

２　特定保健指導結果
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【特定健康診査の受診方法】
１　組合員
①　短期人間ドック利用助成事業（当組合実施の保健事業）

共済組合から 3 月に翌年度分の人間ドックの申し込みについてご案内いたします。
（新規採用者等は、4 月末か 5 月初め）

②　組合員が所属している所属所にて実施される事業所健診
実施時期等については、お勤めの所属所の担当者にご確認ください。

※�　①または②を受診することで、特定健診を受診したことになりますので積極的な受診をお願いし
ます。

２　被扶養者
①　短期人間ドック利用助成事業（当組合実施の保健事業）

対象は被扶養配偶者に加え、40 歳以上の被扶養者となります。
共済組合から 3 月に翌年度分の人間ドックの申し込みについてご案内いたします。

②　成人病精密検査（当組合実施の保健事業）
上記１の②の事業所健診の日程を利用し、同日同場所にて受診を希望する被扶養者を対象に健診を

実施（一部の所属所は除きます。）します。健診実施時期の約１ヶ月前に、当組合より対象被扶養者
に案内文書を送付します。

実施時期等については、事業所健診を実施する所属所の担当者にご確認ください。
③　特定健康診査（高知市在住者のみ）

高知市在住の被扶養者の方を対象に、９月から１１月の間に健診を実施しています。
７月中旬頃に対象被扶養者に案内文書を送付します。

④　特定健康診査（市町村が実施する住民対象の健診）
在住の市町村が住民を対象に特定健診を実施していますので、健診日程・場所等について市町村役

場に確認の上、受診予約をしてください。なお、その際に必要な特定健診受診券は当組合より発行し
ますので、当組合へ申請を行ってください。申請用紙がない場合は、各所属所の共済担当者または共
済組合にお申し出ください。
⑤　特定健康診査（医療機関が実施する健診）

集合契約に基づく指定医療機関が一般の方を対象に特定健診を実施していますので、希望する医療
機関に直接受診予約をしてください。受診券の申請方法は、上記④と同様です。

共済組合で行っている巡回型特定保健指導は、人間ドック受診後に保健指導を利用してい
ない組合員を対象に、直接所属所を訪問して行っています。訪問することが保健指導への関
心を高めることとなり、利用率の向上に寄与していると思われますが、あくまで人間ドック
後に引き続き保健指導を利用いただくことが基本となっていますのでよろしくお願いします。

また、巡回型保健指導を行っていない所属所の組合員及び被扶養者に
利用券配付による利用勧奨を行うことにより引き続き保健指導終了率向
上を図っていきます。

※　この数値は、被保険者（組合員
　＋被扶養者）数より算出しています。

報告項目 男性 女性 合計
積 極 的 支 援 対 象 者 数 535 262 797 
積 極 的 支 援 終 了 者 数 277 96 373 
動機付け支援対象者数 351 473 824 
動機付け支援終了者数 203 226 429 
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退職後の医療保険制度について退職後の医療保険制度について
組合員の皆様が退職されますと、組合員資格は退職日の翌日に喪失することになります。そのため、

退職日の翌日からは被扶養者も含め何らかの医療保険制度に加入する必要があります。（75 歳以上の

場合はすでに後期高齢者医療保険制度に加入済です）

退職後すぐに再就職される方で再就職先の医療保険制度に加入する場合を除き、退職後に加入する

医療保険制度を検討のうえ、組合員の皆様ご自身で選択していただくことになります。

加入することができる医療保険制度は、以下の 3 種類です。

① 当組合の「任意継続組合員制度」　

② 国民健康保険　

③ 家族の医療保険制度（被扶養者として加入）

上記①の当組合の「任意継続組合員制度」は、病気やケガなどにより医療機関を受診したとき、在

職中とほぼ同様の給付を受けることができる制度です。制度内容については以下の通りとなっていま

す。

任意継続組合員制度

【加 入 要 件】 組合員期間が 1 年と 1 日以上ある。

【加 入 期 間】 退職後 2 年間（途中で資格喪失もできます）。

【加入手続期間】 退職日から起算して 20 日以内。

【加入手続方法】 �「任意継続資格取得申出書」と現職時の有効期限内の証（※）を所属所の共済事務

担当者を経由して提出してください。

【給　　　　付】 在職中と同様に短期給付事業を受けられます。（一部の給付除く）

　　　　　　　　※互助会（現職）の給付は受けられません。

【被 扶 養 者】 �退職時に被扶養者として認定されていた方は引き続き被扶養者として認定します。

被扶養者が就職等で取消となる場合は手続きが必要です。

※資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証等の発行を受けていた場合は返還してください。

【掛　　　　金】 �毎年 3 月初めに翌年度の掛金率が決定します。また組合員が 40 歳以上 

65 歳未満の方は短期掛金に加え、介護掛金が徴収されます。

　　　　　　　　・短期掛金＝標準報酬月額× 105.63 ／ 1000（令和 7 年度）

　　　　　　　　・介護掛金＝標準給料月額× 16.00 ／ 1000（令和 7 年度）

掛金の計算の基準となる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額が基準となります。ただし、標準

報酬月額には上限の標準報酬月額が定められており、いずれか低い額で計算されます。令和 8 年度の

上限の標準報酬月額については、令和 7 年度と同じ 340,000 円となる見込みです。
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～参考：令和 7 年度の掛金の上限額～

　短期掛金＝ 35,914 円　介護掛金＝ 5,440 円

任意継続組合員の資格取得の撤回について

任意継続組合員の資格取得をされた後、退職の翌日から家族の健康保険証の被扶養者となったとき

や急に就職が決まった等で、任意継続組合員の資格取得を撤回する場合は、退職日から起算して 20

日以内に撤回の申出が必要です。

退職前の所属所の共済事務担当者にご連絡いただき、書類のご提出をお願いします。原則的にはそ

のようなことにならないよう極力ご注意ください。

現在、限度額適用認定証をお持ちの方で、任意継続組合員の資格取得をされる方　

令和 7 年 9 月以降に発行している限度額適用認定証は在職中の標準報酬月額で判定されており、有

効期限も令和 8 年 8 月 31 日となっています。任意継続組合員の資格を取得された場合、有効期限が

変更されることに加え、限度額適用区分が変わる可能性があります。

そのため、任継続組合員の資格を取得される方につきましても、現在お持ちの限度額適用認定証は

退職時に一旦返却いただき、任意継続組合員の資格取得申請時に新たに「限度額適用認定申請書」を

提出してください。

なお、マイナ保険証をお持ちの方や限度額適用認定証が不要な場合は、「限度額適用認定申請書」

の提出は不要です。退職時に資格確認書等とあわせて限度額適用認定証を返却してください。

 

厚生労働省から発表があり、保険証等の有効期限が令和 8 年 3 月 31 日まで延長されたと誤認され

がちですが、従来の組合員証（被扶養者証）について、令和 7 年 12 月 2 日以降は保険証としての効

力を失効しています。

期限切れに気がつかずに引き続き持参した際などに、オンライン資格確認において保険証等に記載

されている資格が有効と確認できる場合に限り、暫定的に 3 割負担等により受診を認めても差支えな

いとされており、無条件に使用期限が延長されたものではありません。

そのため、組合員や被扶養者の皆様は、マイナ保険証もしくは資格確認書等で受診していただきま

すようお願いします。

また、資格の喪失や被扶養者の取消、氏名変更等の届をする際には、有効期限が切れた証につきま

しては返還していただく必要がありませんが、有効期限内の証（資格確認書・高齢受給者証・限度額

認定証）については返還が必要となりますので、ご注意ください。

組合員証・被扶養者証の有効期限について組合員証・被扶養者証の有効期限について
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交通事故にあったとき交通事故にあったとき

保険証廃止後の宿泊施設・健康増進施設等利用方法について保険証廃止後の宿泊施設・健康増進施設等利用方法について

交通事故や傷害事故など、本人以外の第三者の行為によってケガをした場合でも組合員証等を使用
して治療を受けることができます。

ただし、組合員証等を使用したときは医療機関等の窓口へ申し出るとともに、所属所を通じて
損害賠償申告書の提出が必要です。( 詳しくは保険福祉課までお問合せください )

◆共済組合は一時立替払いをする
交通事故などでケガをし、その原因が第三者にある場合、その治療費は原則として第三者が負担し

なければなりません。
しかし、組合員証等で治療を受けたときは「加入者の治療を受ける権利」を保障するということか

ら、その治療費を共済組合が医療機関等に対して第三者に代わり一時的に立て替えて支払い、共済組
合は損害賠償請求権を代位取得し、支払った額を限度として第三者に請求することになります。
◆示談は慎重にしましょう

組合員証等を使用して治療を受ける場合は、速やかに共済組合に届け出なければなりませんが、届
け出る前に示談が成立してしまうと、加害者に請求できなくなる場合もありますので示談する前に必
ず共済組合または勤務先の共済事務担当課へ事前連絡してください。
※通勤災害や公務災害に該当する場合は、治療費の負担先が共済組合ではなくなりますので組合員証
等が使えません。
また、「人身事故扱いにすると手続きが面倒だ」、「公務中のケガだが、ケガの程度が軽いから申請し
なくていいだろう」などということをされますと、医療費は共済組合の負担となり、医療費及び掛金・
負担金の増高につながります。つきましては、皆さまの適正な手続きをお願いします。

＊処理経過を連絡してください
交通事故による治療や示談の処理には長期間に及ぶものがあります。
治療が終了したとき、あるいは症状が固定したときは、すみやかに共済組合に連絡してください。

令和 6 年 12 月 2 日に保険証（共済組合においては「組合員証」または「被扶養者証」等）は廃止され、
令和 7 年 12 月 1 日までは有効期限が延長されていたところです。このことに伴いまして、令和 7 年 12
月 2 日以降に、宿泊施設・健康増進施設・共済組合指定店を利用いただく際の組合員または被扶養者で
あることの証明としては、以下の書類等で行うこととなりますのでご理解をお願いします。

マイナ保険証を
持っている方

・�マイナポータルの資格情報画面等（マイナポータルから 
ダウンロードできる PDF の提示でも可）

・資格情報通知書（資格情報のお知らせ）

マイナ保険証を
持っていない方

・資格確認書
・資格情報通知書（資格情報のお知らせ）

※ 75 歳以上の組合員の方は後期高齢者組合員証
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味噌チーズにねぎと干し大根を入れて食感も楽しい１品♪
材料（２人分）厚揚げ 300ｇ、長ネギ 30ｇ、干し大根（乾）５ｇ、サニーレ
タス 30ｇ、トマト 80ｇ、味噌 16ｇ、みりん 16ｇ、薄力粉 20ｇ、ごま油小
さじ２、とろけるチーズ 30ｇ
①�干し大根は水またはぬるま湯で戻す、厚揚げは２ｃｍ程度の厚さに切る。

サニーレタスは食べやすい大きさにちぎる、トマトはくし形に切る。
②�干し大根と長ネギはみじん切りにし、長ねぎはレンジで１分加熱して冷

まし味噌、みりんと混ぜ合わせる。
③�厚揚げに薄力粉をまぶし、フライパンにごま油をいれて中火で軽く焦げ

目がつく程度に焼く、アルミホイルに焼いた厚揚げを並べ、②ととろけ
るチーズをのせてグリルまたはトースターで表面に焼き色がつくまで焼
く。お皿にサニーレタス、トマトと一緒に盛り付ける。

厚揚げの味噌チーズ焼き

みかんとチーズのレンジケーキ
みかんの皮や袋、すじに多く含まれるヘスペリジンには血管を強くして
くれる作用が★
材料（３個分）みかん３個、プロセスチーズ（クリームチーズ入りがおすすめ） 
２個（27ｇ）、ホットケーキミックス 150ｇ、卵１個、みかんジュース（100％）
50 ｍｌ、牛乳 50 ｍｌ
①�みかんは皮をむいて横半分に切り、小房にわける、プロセスチーズはサイコ

ロ大に切る。
②�ボウルに卵、みかんジュース、牛乳を入れてよく混ぜ、ホットケーキミック

スを加え軽く混ぜる。
③�紙コップ（６個）に②を少しいれ上に①を入れる、その上に残りの②を入れ

てみかんをのせ電子レンジ (500 Ｗ ) で６分加熱し竹串や楊枝で中まで火が
通っているか確認する。

野菜をたくさん食べる野菜をたくさん食べる
冬のメニュー冬のメニュー

寒くなると甘みが増す白菜、加熱することで甘みとうま味もさらにＵＰ!
材料（２人分）白菜 120ｇ、小松菜 40ｇ、タマネギ 30ｇ、にんじん 20ｇ、
豚肉 60ｇ、乾燥パセリ少々、おろしにんにく小さじ１/２、オリーブオイル小さ
じ１、コンソメ ( 顆粒 ) 小さじ１、塩 0.1ｇこしょう0.1ｇ、牛乳 80 ｍｌ、片栗粉
４ｇ（豚肉用）片栗粉（スープ用）小さじ１
①�白菜、小松菜は１ｃｍ幅に葉も食べやすい大きさに切る、玉ねぎは２ｃｍ程

度の長さで細めに切り、人参はいちょう切りにする。
②�豚肉は食べやすい大きさに切って片栗粉をまぶす。フライパンにオリーブ

オイル、おろしにんにくを入れて豚肉に軽く火を通し、①と水 450 ｍｌと
コンソメ、塩、コショウも加え加熱する。

③�火が通ったら牛乳を加え、ひとに立ちしたら片栗粉（スープ用）を小さじ
２の水で溶いてとろみをつける。器によそって乾燥パセリをふりかける。

冬野菜のクリームスープ

白菜はビタミンCが多く、風邪の予防や
免疫力アップに効果的！ カリウムも多く
含まれています☆

高知県栄養士会　管理栄養士　長野寛子

今回の献立に使用した一人あたりの野菜はこちら　　野菜にはこんな効果が (^^)/
☆食べすぎを防ぐ☆腸内環境改善☆加齢やストレスに対抗し、がん予防も
☆脂質改善☆血圧上昇抑制☆の効果があります

〈血圧上昇抑制〉野菜に豊富なカリウムは余分なナトリウムを体外に排出し、血圧上昇
を防ぐ効果があります。
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標準期末手当等の通知書について標準期末手当等の通知書について

標準報酬月額の上限の引上げについて標準報酬月額の上限の引上げについて

標準期末手当等の額を決定したとき、共済組合は、組合員に対してその旨を通知しなければなりま
せん。ただし、閲覧に供することをもって組合員への通知に代えることができることとなっておりま
す。

そのため、一部の所属所を除いて、期末手当等の支給明細書に標準期末手当等を印字していること、
または一覧表を所属所に送付することをもって通知に代える取扱いとさせていただきます。

なお、下記のように、ご自身で確認することもできます。

○期末手当等明細書の総支給額（掛金等控除前の額）から千円未満の端数を切捨てた額です

　　例：期末手当等総支給額　　792,877 円
　　　　　　　↓
　　　　標準期末手当等の額　　792,000 円（掛金計算時の基礎額）

標準期末手当等は、本俸や諸手当を合算後等級表に当てはめて決定する標準報酬月額とは異なり、
実際の総支給額 ( 控除前 ) に対して掛金等を徴収することとなります。

そのため、人事院勧告による給与改定等が実施された際に支給される差額分についても掛金等を徴
収することとなりますので、ご注意ください。

令和 7 年 6 月 20 日に公布されました、『社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国
民年金法等の一部を改正する等の法律』により、現行の年金制度において様々な改正が順次行われる
こととなります。そのうちの一つとして、長期給付 ( 年金 ) における標準報酬月額の上限が令和 9 年
9 月から令和 11 年 9 月まで段階的に引上げられることとなります。これは、賃金に応じた掛金等を
負担することで、収入に応じた年金額を将来受け取ることができるようになるためのものです。

なお、短期給付 ( 医療 ) の上限 (139 万円 ) については変更ありません。

【 標準期末手当等の金額確認方法 】

長期給付の標準報酬の上限

標準報酬等級 標準報酬月額 報酬月額

～令和 9 年 8 月 第 32 級 65 万円 63.5 万円以上

令和 9 年 9 月～令和 10 年 8 月 第 33級 68万円 66.5 万円以上

令和 10 年 9 月～令和 11 年 8 月 第 34級 71万円 69.5 万円以上

令和 11 年 9 月～ 第 35級 75万円 73.0 万円以上
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～ ねんきん定期便の送付について ～～ ねんきん定期便の送付について ～
平成２７年１０月に被用者年金制度が厚生年金に一元化され、一元化後については、現に加入して

いる（または最後に加入していた）公的年金制度とその被保険者種別に応じて、各実施機関から「ね
んきん定期便」を毎年対象者の誕生月に送付しています。

将来正しい年金額を受け取るためにも、これまでの加入履歴（年金制度毎の加入月数）がすべて記
録されているかご確認くださいますようお願いします。

＜公的年金制度と被保険者種別に応じて送付する実施機関＞

1、　送付物・送付方法・スケジュール

（１）送付物
　　①　３５歳、４５歳、５９歳の方
　　　　封書（通知・パンフレットを同封しています。）

　　②　①以外の方
　　　　圧着ハガキ

（２）送付方法とスケジュール
　�　毎年、誕生月の１６日頃に、全国市町村職員共済組合連合会から組合員のご自宅に直送されま

す。

公的年金制度と被保険者種別 「ねんきん定期便」を送付する実施機関

国民年金の第１号被保険者および第３号被保険者
日本年金機構（厚生労働大臣から受託）

厚生年金保険の一般厚生年金被保険者

厚生年金保険の国共済厚生年金被保険者
（国家公務員共済組合の組合員）

国家公務員共済組合連合会

厚生年金保険の地共済厚生年金被保険者
（地方公務員共済組合の組合員）

地方職員共済組合（地方共済事務局・団体共済部）
公立学校共済組合
警察共済組合
東京都職員共済組合
全国市町村職員共済組合連合会

（指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、 
都市職員共済組合）

厚生年金保険の私学共済厚生年金被保険者
（私立学校教職員共済制度の加入者）

日本私立学校振興・共済事業団
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2、　通知内容

※　住所が変更となった場合は、組合員異動報告書により必ず共済組合に届出をしてください。
　�　�ねんきん定期便をお届けできずに当組合へ返戻されるケースが増えています。当組合から所
属所を通じてお届けすることになりますが、お知らせが遅くなってしまいますので、速やか
に届出をしてください。

　　　　　　　　　　　

　　
３、　ご相談について

　�　通知された内容についてご相談がある場合は、通知に記載されている相談窓口か、次の相談窓
口までお問い合わせください。

＜相談窓口＞
　　高知県市町村職員共済組合　年金課　年金係　088-823-3212

50 歳未満
の方　　

50 歳以上
の方　

35歳、45歳
の方 59 歳の方

これまでの年金加入期間 ○ ○ ○ ○

これまでの加入実績に応じた年金額 ○ ○

老齢年金の種類と見込額（１年間の受取見込額） ○ ○

（参考）これまでの保険料納付額（累計額） ○ ○ ○ ○

最近の国民年金（第１号・第３号）納付状況・
厚生年金保険の月別状況 ○ ○

これまでの年金加入履歴 ○ ○

これまでの厚生年金保険における標準報酬月額
などの月別状況 ○ ○

これまでの国民年金保険料の納付状況 ○ ○
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共済組合には、大学などでの入学金の支払い、または授業料などの教育資金を貸付ける入学・修学

貸付制度があります。詳細は以下のとおりとなりますので、貸付けを希望される方は貸付要件等を確

認の上、貸付けをご希望される月の 10 日（10 日が土、日のときは直前の営業日）までに共済組合に

到着するよう、各所属所の共済事務担当者までお申込みください。

入 学 ・ 修 学 貸 付 の ご 案 内
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（注意）
　普通貸付の借換え申込みにつきましては、添付書類
として、後日、支払金額の領収書の提出が必要となり
ますのでご注意ください。
　領収書の提出がない場合は、一括償還となります。

＊普通貸付（借換の場合を除く）・入学貸付・修学貸付（借増の場合を除く）は第
１回を選択可。その他の貸付については第２回のみしか振込いたしません。
申込締切日と決定通知送付日について、以前お知らせした日から変更しているも
のがあります。

２０２６年度貸付金 の送金予定表

貸付申込
締切日

第１回 第２回

決定通知
送付日 送金日 決定通知

送付日 送金日

8 年 １月 　 ９日 　１４日   １９日    ２３日    ２９日
2 月 １０ １３ １８ ２０ ２６
3 月 １０ １３ １８ ２４ ３０
4 月 １０ １４ １７ ２１ ２８
5 月 ８ １２ １８ ２２ ２８
6 月 １０ １２ １８ ２３ ２９
7 月 １０ １４ １７ ２４ ３０
8 月 １０ １４ １８ ２１ ２８
9 月 １０ １５ １８ ２５ ２９

10 月 ９ １４ １９ ２３ ２９
11 月 １０ １３ １８ ２０ ２７
12 月 １０ １５ １８ ２５ ３０

9 年 １月 ８ １３ １８ ２２ ２８
2 月 １０ １２ １８ １９ ２５
3 月 １０ １２ １８ ２４ ３０
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2026 年度 積立 貯金一部払戻予定日

2026 年度 自動車購買立替金 送金予定表

第１回 第２回
締切日 送金日 締切日 送金日

8 年 １月 ５日 ９日 １９日 ２３日
2 月 ４日 １０日 １８日 ２５日
3 月 ４日 １０日 １８日 ２５日
4 月 ６日 １０日 ２０日 ２４日
5 月 １日 ８日 １９日 ２５日
6 月 ４日 １０日 １９日 ２５日
7 月 ６日 １０日 １７日 ２４日
8 月 ４日 １０日 １９日 ２５日
9 月 ４日 １０日 １６日 ２５日

10 月 ５日 ９日 １９日 ２３日
11 月 ４日 １０日 １８日 ２５日
12 月 ４日 １０日 ２１日 ２５日

9 年 １月 ４日 ８日 １９日 ２５日
2 月 ４日 １０日 １８日 ２５日
3 月 ４日 １０日 １８日 ２５日

締切日 送金日
8 年 １月 　９日 ２９日

2 月 １０日 ２６日
3 月 １０日 ３０日
4 月 １０日 ２８日
5 月 　８日 ２８日
6 月 １０日 ２９日
7 月 １０日 ３０日
8 月 １０日 ２８日
9 月 １０日 ２９日

10 月 　９日 ２９日
11 月 １０日 ２７日
12 月 １０日 ３０日

9 年 １月 　８日 ２８日
2 月 １０日 ２５日
3 月 １０日 ３０日



（16）

〈　キ　リ　ト　リ　セ　ン　〉

＊＊貯金係からのご案内＊＊
毎月の給料やボーナスから控除される、便利な積立貯金をご存知ですか？ 
この機会にぜひ、 加入をご検討ください。

「積立貯金一部払戻請求書」に必要事項を記入、押印し、所属所の共済組合事務担当係へ提出して
ください。
　◆一 部 払 戻：毎月 2回設定　※どちらか 1回のみ
　◆送 金 先：共済組合へ登録されている口座
　◆締切日と送金日：公式ＨＰでご確認ください。

(注意)�締切日は当日必着完備の取扱いとなります。不備による再提出が締切日を過ぎた場合次回に繰り下げとなりますの
で、お急ぎの場合などは早めの提出をお願いします。

※書類不備例：お届出印と相違・印が不鮮明・印が文字や線にかかっている・残高不足・金額
訂正等です。確認のうえ、送付ください。

　◆定例積立　　	 　　　　
給料、賞与（ボーナス）から控除　◆賞与（ボーナス）積立　｝	  

　◆臨時積立…随時預入れ可能。( 窓口で現金の預入れ、または銀行振込）
　※四国銀行・高知銀行から手数料無料で送金できる共済貯金専用の振込用紙をご利用ください。
　振込用紙は所属所の共済組合事務担当係にあります。

積 立 方 法

一 部 払 戻

年利 0.75％
令和８年４月より

年利 1.0％↑
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ライフプランセミナーの開催についてライフプランセミナーの開催について

「人生 100 年時代」と言われる中で、今後の物価上
昇や医療費の増加に対し、どれだけの費用が必要と

なるのか。退職後、年金で安定した老後を過ごせる
のか。不安を抱えている方もいると思います。

そこで、安心したセカンドライフを送るためのライ
フプランニングから、生活の安定につながる資産
運用・管理まで、将来の生活に備えるためのお話を、
野村證券株式会社の専門講師に講演いただきます！

令和７年度ライフプランセミナー
・ 講　　師 ： 野村証券株式会社　専門講師
・ 日　　時 ： 令和８年３月４日（水）
　　　　　　午後１時３０分 ～ 午後４時１０分予定
・ 場　　所 ： 高知共済会館 COMMUNITY SQUARE ３階「桜」
　　　　　　高知市本町５丁目３－２０
・ 対　象　者 ： 組合員もしくは互助会会員
・ 定　　員 ： 約５０名
・ 参　加　費 ： 無料
・ 申込方法 ： 所属所の共済事務担当係への申込み
・ 申込〆切 ： 所属所から共済組合への申込〆切が
　　　　　　２月１３日（金）までとなっています。
　　　　　　担当者までお早めにお申し込みください。

～セミナー受講にあたって～

１．�受講される方には、あらためて受講案内（参加決定通知書）を送付いたします。また、申込者多
数の場合には、所属所からの受講申込書先着順とさせていただきますので、予めご了承ください。
その結果につきましては、2 月 20 日（金）以降に申込者全員に通知書を発送いたします。

２．駐車場には限りがありますので、満車の場合はご容赦ください。

※交通費、近隣の有料駐車場の利用代金は各自ご負担ください。

内容は主に 30～ 50代
の方を対象としていま
すが、20代の方でもご
参加いただけます！
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提携コード

3322001155

本本チチララシシををごご持持参参、、ままたたはは本本チチララシシ画画像像ををごご提提示示くくだだささいい

||提提||携携||割割||引引||

2026

3/31(火)まで

提提携携割割引引 提提携携割割引引

|提|携|割|引|

2026.3.31まで

||提提||携携||割割||引引||
本本チチララシシををごご持持参参、、ままたたはは
本本チチララシシ画画像像ををごご提提示示くくだだささいい

2026.3.31まで 2026.3.31まで

||提提||携携||割割||引引||

本本チチララシシををごご持持参参、、ままたたはは本本チチララシシ画画像像ををごご提提示示くくだだささいい

|提|携|割|引|

2026.3.31まで 2026.3.31まで 2026.3.31まで

2026.3.31まで 2026.3.31まで 2026.3.31まで

2026.3.31まで 2026.3.31まで 2026.3.31まで

2026.3.31まで 2026.3.31まで 2026.3.31まで

2026.3.31まで 2026.3.31まで 2026.3.31まで

組合員及びご家族の皆様へ

高知県市町村職員共済組合
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お手元の健康保険証の有効期限は、

令和 年 月 日で満了となります。

ご自身の利用登録状況が分からない方は、
いまのうちに確認しましょう！

裏面へ

で医療機関・薬局にて受付をしてください。

受診する際にマイナンバーカードをお持ちください。

マイナ保険証の利用登録について

医療機関等の受付窓口に設置されている顔認証付き
カードリーダーにマイナンバーカードを置くと、
利用登録が済んでいない方には、その場で利用登録の
案内がされます。

マイナ保険証ならではのメリット

マイナンバーカードは健康保険証として利用できるだけでなく、
日常生活の中で利用できるシーンが広がっています。
ぜひ日頃から持ち歩いて、ご活用ください！

医療機関等に行く機会が少ない方は、マイナポータル（裏面参照）やセブン銀行の
での事前登録がおすすめです！

過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる

突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる

救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに
活用される

マイナ保険証か資格確認書

健康保険証の有効期限が切れたあとは、
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マイナンバーカード
の健康保険証利用に
ついてもっと知りた
い方はこちら

ご自身がマイナ保険証の利用登録をしているか
マイナポータルにてご確認いただけます

「マイナポータル（モバイルアプリ）」にログインします。２

「健康保険証」を押します３

「未登録」もしくは「登録済み」と表示されるのでご自身の登録
状況をご確認ください

４

・ スマートフォン
・ マイナンバーカード
を用意します

１

マイナ保険証でないと受診等できないの？

マイナ保険証をお持ちでない方には、申請によらず資格確認書が交付され
ます。登録したことを忘れている場合もあるので、記憶があいまいな方は
マイナポータルにてご自身の利用登録状況をご確認ください。

「未登録」の方は、画面に表示される「登録」を
タップするとその場で登録完了できます！

マイナ保険証の利用登録状況の確認方法

よくある質問

X XX

あわせて確認！電子証明書の有効期限

• マイナンバーカードには、“ログインした者が、あなたであること” を
証明するための電子証明書が搭載されています。

• 電子証明書には、有効期限が設定されています（確認方法は右図参照）。
有効期限通知書がお手元に届きましたら、お早めに更新をお願いします。

※ 有効期限満了日が属する月の末日から３カ月間

• なお、電子証明書の有効期限切れから３カ月間※は、引き続きマイナ保
険証で受診できます。ただし、保険資格情報の提供のみで、診療情報・
薬剤情報等の提供はできません。
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須崎市にスケートパークが誕生します
スケートボード、BMX、インラインスケートを気軽に楽しめる中四国最大級のスケートパークが、

須崎市に建設されています。パーク内にはイベント開催が可能なステージや、ゆったり過ごせる休憩
スペースも設けられ、スポーツをしない方でも立ち寄りやすい開放的な空間となる予定です。

令和 8 年度中のオープンを目指して工事を進めており、市内外の愛好者に利用していただくことで、
地域交流の促進にも期待しています。
（※）図面は基本設計時点でのイメージ図ですので、一部変更となる場合があります。

お問い合わせ先：須崎市役所　文化スポーツ・観光課　☎ 0889-42-1150

これから楽しめる！須崎の観光地
【桑田山の雪割桜】

須崎市・桑田山地区には、濃い桃色の花を咲かせることで知られる「雪割桜」があります。正式名
称は「ツバキカンザクラ（椿寒桜）」で、2 月中旬から 3 月中旬頃の、まだ雪の残る寒い時期に咲く珍
しい桜です。地区全体には約 1,000 本が植えられ、春の訪れを告げる風景が広がります。

お問い合わせ先：須崎市役所　文化スポーツ・観光課　☎ 0889-42-1150

【須崎市営巡航船】
穏やかな内海である浦ノ内湾では、市営巡航船が 1 日上下 3 便ずつ運航しています。お遍路さんや

国内外のツアー団体客にも広く利用されており、四国遍路道の中でも珍しい海を渡るルートとしても
知られています。風情を感じるレトロな巡航船で、海の散歩を楽しんでみませんか？

お問い合わせ先：須崎市役所　企画情報課　☎ 0889-42-5691

基本設計イメージ

写真提供：須崎市観光協会

写真提供：須崎市観光協会

夜桜をキャンドルで照らす…
「キャンドルナイト」も人気です。

人気スポットの鳴無神社は巡航船の…
船着場から徒歩１分の場所にあります。

位置図
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